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資料22

政府開発援助に関する中期政策

平成１１年８月１０日

はじめに

人類は20世紀後半、史上例のない大きな開発の成果を達成した。開発途上国の

人々の平均寿命は20年以上伸び、1950年代には半数に満たなかった成人識字率は

３分の２程度にまで上昇した。しかし、現在なお13億もの人々が極度の貧困の中

にあり、11億人が衛生的な水を得られず、８億余の人々が栄養不足や飢餓に苦し

むなど、依然多くの課題を抱えている。1990年代には、冷戦の終了に伴い民主化

と市場経済化を本格的に進める国々が増える一方で、貧困や低開発も原因となっ

て、紛争や国内対立が継続・激化する地域も見られる。

情報通信の飛躍的な進歩や経済自由化の進展とともに、経済効率の向上や国際

的な相互依存が急速に進んでいるが、こうしたグローバリゼーションの流れから

取り残される国々や貧富の格差の拡大が問題となっている。1997年来のアジア経

済危機に際しては、開発途上地域における経済構造の脆弱性が改めて明らかとな

り、新たな支援が必要となっている。また、アジア経済危機は、東アジア（東南

アジアを含む）経済と我が国経済との間に存在する密接不可分の相互依存関係を

照らし出したが、東アジア各国の経済構造改革や経済再生と社会的安定のための

支援は、我が国自身の利益にも直接繋がる極めて重要な意義を有し、政府開発援

助と経済政策との関連も重要となっている。

他方、地球温暖化をはじめとする環境問題は、一国のみならず地球的規模で深

刻な影響を及ぼし得る問題である。人口・エイズ、食料、エネルギー、薬物等、

国際社会が協調して取り組むべき問題が山積し、これらの諸問題も開発途上国に

密接に関係している。

２１世紀に向かって、開発と環境保全との両立を図り、開発途上国の持続可能

な開発を支援していくことは先進工業諸国にとり共通の課題となっている。わけ

ても、世界第二の経済大国であり、政府開発援助（以下ＯＤＡ）の最大供与国で
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ある我が国にとり、開発途上国の持続可能な社会経済の発展に寄与することは、

重大な責務であり、国際社会における我が国への信頼や評価を高めることにも繋

がる。また、世界の平和と安定に依拠し、資源・エネルギー、食料等の供給を海

外に依存する我が国にとり、開発途上国支援に引き続き積極的な貢献を行ってい

くことは、我が国自身の安全と繁栄の確保にとって重要な意義を有し、平和の維

持を含む広い意味での我が国の国益の増進に資する。

我が国の経済財政事情は依然厳しい状況にあり、援助を巡る内外の環境も以前

とは大きく変化している。ＯＤＡも、従来にも増して、こうした諸事情を総合的

に勘案して実施していく必要がある。このような中にあって、国際社会から我が

国に寄せられる高い期待に引き続き応えていくためにも、これまで以上に国民の

理解と支持を得てＯＤＡを実施して行くことが不可欠である。その際、特に「政

府開発援助大綱」 の理念、原則等に則り、援助の適正な実施を確保するとと＊１

もに、これまで以上に効果的かつ効率的に援助を推進すること、その政策につき

国会をはじめ広く国民に対し十分な説明責任を果たすことが必要である。併せて、

ＯＤＡと我が国の外交政策や国益に関わる重要な政策との間の連携を図って行く

ことも必要である。

これまでの我が国の援助は概ね高い評価を得ているが、ＯＤＡ事業は歴史、文

化、習慣、法制、言語などが全く異なる国々との共同事業である場合が多いため、

本来的に種々の難しさを伴い、必ずしも当初の期待通りの成果が挙がっていない

場合もあり、改善が求められるべき点もある。

以上を踏まえ、今後５年程度を念頭に置いた我が国ＯＤＡの基本的考え方、重

点課題、地域別援助のあり方等をここに明らかにする。なお、この中期政策は、

内外情勢の変化に対応して適宜見直しを図ることとする。

Ⅰ．基本的考え方

１. 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の開発援助委員会（ＤＡＣ）は、1996年、過

去50年の先進国による開発援助の経験と、国際社会に果たした役割を分析した上

で今後の開発援助のあり方をまとめた「新開発戦略」を策定した。そこでは人々

の生活の質の向上を開発の目的として設定し、2015年までに貧困人口の割合を半
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減させることなど社会開発上の具体的な目標 を掲げている。我が国は、「新＊２

開発戦略」の策定に主導的な役割を果たし、国際社会におけるそうした取組みの

普及にも努力してきた。その結果、国際社会において「新開発戦略」は開発途上

国の開発に関する共通のガイドラインとして定着しつつある。我が国としては、

「新開発戦略」に掲げられた目標を念頭に置き、「政府開発援助大綱」の下、Ｏ

ＤＡに取り組むものとする。

２. 「新開発戦略」の目標の実現には、開発途上国自身の経済的離陸に向けた自

助努力とその主体的な取組みが鍵となる。我が国は開発途上国の政策運営能力向

上等を通じた「良い統治」の促進を重視し、そのための働きかけと支援を行って

いく。また、援助の適正実施と透明性確保を開発途上国に働きかける。こうした

自助努力と主体的取組を前提として、我が国は他の援助国や国際機関との協調・

連携の強化、パートナーシップ構築に努めていく。

３. 開発援助の実施にあたり、国毎のニーズや開発課題及び相手国の意向を十分

踏まえる必要がある。開発途上国の発展段階に応じて各種援助形態の効果的な組

合せを図りつつ、開発途上国との政策対話や事前調査に基づき、国毎の事情に適

合した効果的・効率的な支援に努める。その際ＯＤＡが被援助国や対象分野によ

り既得権益化することのないよう留意する。更に、円借款等、援助に関する種々

の制度については、状況の変化に応じ適時適切に見直しを行っていく。

４．開発の効果を高めるためには、開発途上国、先進国、国際機関、民間部門、

民間援助団体（ＮＧＯ）など、あらゆる主体の持つ利用可能な資源との役割分担

と連携を図る包括的取組みが必要である。特に近年はアジアや中南米をはじめと

して開発途上国の開発における貿易や投資等民間部門の役割が増していることを

踏まえ、民間活動の促進と民間資金の流入が促されるよう環境整備を図るととも

に、公正かつ効率的な資源配分や格差是正等に留意し、民間資金が流入しにくい

部分への支援を重視する。

５．経済成長は人間の福祉向上の手段として必要であり、「人間中心の開発」は

持続可能な開発を実現するために不可欠である。こうした観点を踏まえ、開発途

上国の経済成長と社会開発をバランスよく支援していく。また、人間中心の考え

方に基づき、後発開発途上国（ＬＬＤＣ） に特に配慮する。更に、環境の悪＊３

化や飢餓、薬物、組織犯罪、感染症、人権侵害、地域紛争、対人地雷といった種

々の脅威から人間を守る「人間の安全保障」の視点に十分留意していく。
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６. 開発援助を進めていく上で、納税者である国民の理解や支持が得られるよう

我が国の「顔の見える」援助を積極的に展開し、被援助国においても我が国の援

助に対する認識と理解の促進に一層努めることが必要である。我が国企業の事業

参加機会の拡大に留意し、また、大学、シンクタンク、地方自治体、ＮＧＯ等に

よる国民参加型の協力の推進に努め、民間部門を含めた我が国自身の経験や技術、

ノウハウの一層の活用を図る。また、二国間援助にはない利点を有する国際機関

を通じた援助も十分活用していく。そのようにして、国際社会の調和ある発展の

中に将来にわたって我が国の活力を維持し、我が国に対する信頼と評価を確保す

ることが極めて重要である。

Ⅱ．重点課題

以上の基本的考え方を踏まえ、経済・社会インフラ整備への協力とのバランス

に配慮しつつ、従来以上に貧困対策や社会開発の側面及び人材育成や制度、政策

等のソフト面での協力を重視する。また、地球規模問題にも引き続き積極的に取

り組む。

１．貧困対策や社会開発分野への支援

貧困問題への対応の重要性は、ＤＡＣの「新開発戦略」に掲げられた諸目標の

中にも反映されており、また、1995年の国連の社会開発サミットでは先進国は援

助の20％以上を、開発途上国は国家予算の20％以上を基礎的な社会分野に配分す

ることが、いわゆる「20／20協定」として申し合わされている 。我が国はま＊４

た、我が国が提唱した世界福祉構想 に基づき、途上国国民の福祉向上にも資＊５

するよう、各国との知識や経験の共有を図ってきている。

貧困対策においては、経済成長の成果が公正に配分されること、貧困層への支

援を直接の目的とした協力を実施すること、特に我が国が成長と貧困撲滅の過程

で得た経験や知識を各国との間で共有し、開発途上国の開発に活かすことが重要

である。

貧困対策や社会開発分野への支援に際しては、基礎教育、保健医療分野での支

援が果たす役割が極めて大きいほか、開発途上国における女性支援（ＷＩＤ）の
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視点 も重要である。また、安全な水の供給は、人々の健康を支えるのに不可＊６

欠であるが、今後希少な水資源の確保を巡って緊張が高まる事態も予想される。

水資源開発や水資源の管理・利用のための支援が重要となっている。更に、地域

間格差の是正のため、農村等貧困地域に対する支援が重要である。多くの開発途

上国では、多数の国民が農山漁村地域に居住していることから、これら地域の貧

困緩和を図ることが重要である。アジアの通貨・経済危機に際しては、農業・農

村の持つ重要性が再認識されている。

以上を踏まえ、我が国としては、次のような支援を行う。

「新開発戦略」に掲げられた目標を念頭に「20/20協定」の目標達成－

に努める。

－ 開発途上国自身が貧困緩和に向け総合的に取組めるよう政策立案・実

施能力の強化を支援し、また、経済成長の成果が広く貧困層にも裨益

するような制度構築等ソフト面の協力を重視する。

－ 途上国の女性支援（ＷＩＤ）／ジェンダー、職業訓練・雇用機会の創

出、小規模金融（マイクロ・クレジット）の活用等分野を横断する総

合的な取り組みや地域社会に密着した住民参加の手法を重視する。

－ 地域間格差是正のため、農村等の中心産業である農林水産業の振興、

就業機会を確保するための地方産業の育成を支援するとともに、地域

の生活環境等の整備や住民組織の育成も重視する。

（１）基礎教育

教育を受けることはそれ自体が基本的人権の一部であると共に、開発途上国に

おいては、貧困、人口、環境等の諸問題に効果的に対処する上でも基礎教育が重

要な鍵となっている。

最貧国をはじめとする多くの開発途上国では、予算や教育施設・教材・教員の

不足のため初等教育の普及が阻まれており、世界の非識字者は８億６千万人近く

に上る。「新開発戦略」は、初等教育の普及及び初等・中等教育における男女格

差の解消を目標として掲げている。我が国は、これまで、基礎教育分野において、

校舎建設 や資機材供与等の支援を行ってきているほか、特に男女格差解消の＊７

ための支援としてアジア・アフリカ地域における女児教育に関する国連児童基金
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（ＵＮＩＣＥＦ）の活動などを支援してきている 。＊８

以上を踏まえ、我が国としては、次のような支援を行う。

－ 校舎・資機材のようなハード面での協力とともに、学校運営等の組織

・能力強化への支援、カリキュラム・教材開発、教員教育など、教科

教育・教育行政両面にわたるソフト面での協力強化を図る。

特に女子の基礎教育支援を重視していく。－

－ 開発の主体である住民への啓蒙活動や、協力案件の実施において住民

参加を進めるため、青年海外協力隊の活用や民間援助団体（ＮＧＯ）

との積極的な連携を図る。

－ 基礎教育への支援が各地の実情に応じ職業教育の促進や就業能力の向

上に結びつくよう努める。

（２）保健医療

貧困や開発の程度は途上国の人々の健康状態に端的に現れる。これまでの開発

努力により、開発途上国の住民の健康指標は向上してきている。具体的な成果と

して、例えば、我が国の積極的な貢献により、ＷＨＯ西太平洋地域からはポリオ

（小児麻痺）がほぼ駆逐され、世界全体でもポリオ発生件数が激減している 。＊９

しかし、年間1,200万人近くの５歳未満児が予防可能な病気によって死亡するなど、

依然課題は多い。そうした課題に対応するためには、可能な限り多くの人々に基

礎的な保健医療サービスを提供することを目指す「プライマリー・ヘルス・ケ

ア」の視点が重要である。また、国境を越えて広がるエイズ、結核、マラリアを

はじめとする寄生虫疾患等の新興・再興感染症が大きな脅威となっており、こう

した課題についても世界保健機関（ＷＨＯ）や他の援助国・機関と連携しつつ取

り組んでいく必要がある。

「新開発戦略」は、乳幼児死亡率や妊産婦死亡率の削減、リプロダクティブ・

ヘルス（性と生殖に関する健康）に関する保健・医療サービスの普及を目標に掲

げている。

以上を踏まえ、我が国としては、次のような支援を行う。

－ 開発途上国の保健・医療体制の中核となる施設へのハード・ソフト両

面での支援を引き続き行う。
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－ プライマリー・ヘルス・ケアの視点を重視しつつ、可能な限り多くの

人々に基礎的な保健医療サービスを提供する保健医療システムの構築

を支援する。

－ 我が国の経験を最大限活かし開発途上国政府の状況に応じた政策立案

・実施能力向上を支援し、政策対話を通じ保健医療政策の改善を促し

ていく。

－ 協力の効果を持続的なものとするため、住民の参加及びＮＧＯとの連

携を積極的に進める。

－ 経済危機等の影響は社会的弱者とその健康面に最も現れやすいことに

留意し、健康面でのこれまでの努力の成果が失われないよう努める。

（３）開発途上国における女性支援（ＷＩＤ）／ジェンダー

全世界で貧困状態にある13億人のうち70％が女性であり、教育、雇用、健康面

でも多くの女性が脆弱な立場に置かれていること、また、開発途上国において均

衡のとれた持続的な開発を実現していくため、男女の均等な開発への参加とそこ

からの受益を図る必要があることから、開発途上国における女性支援の視点が重

要である。我が国は、1995年に「途上国の女性支援（ＷＩＤ）イニシアティブ」

を発表し、開発援助実施に際し女性の教育、健康、経済・社会活動への参加を重

視することとしている。

以上を踏まえ、我が国としては、次のような支援を行う。

－ 保健・教育面での女性支援や、人口家族計画への支援、女性の経済的

自立を促進するための小規模金融、職業訓練、労働環境の改善等への

支援を積極的に行うとともに、この分野での途上国の政策立案能力向

上を支援する。

－ 男女住民の参加や事業実施のジェンダー面に与える影響に配慮すると

ともに、ジェンダーに関するモニタリング・評価結果の活用に努める。

２．経済・社会インフラへの支援

開発途上国において貧困対策や社会開発を進め、「新開発戦略」の具体的な目

標の達成を図るためには、持続的な経済成長の確保が不可欠である。我が国は従
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来より、経済成長の下支えとなる経済・社会インフラの整備を円借款などを通じ

て積極的に支援し、アジア地域を中心に経済成長の基盤整備に大きな役割を果た

してきた 。経済・社会インフラ整備を促進するにあたっては適切な規模の中＊10

長期資金が必要であること、また、十分な自己財源や民間資金の流入を確保し得

る開発途上国がまだ一部に限られていることにも留意する必要がある。

以上を踏まえ、我が国としては、次のような支援を行う。

－ 開発途上国の実情に応じ、運輸、通信、電力、河川・灌漑施設等や都

市・農村の生活環境などの経済・社会インフラの整備を引き続き支援

していく。

－ 資金開発途上国にとってのＯＤＡ以外の資金の重要性に鑑み、民間

及びＯＤＡ以外の公的資金（ＯＯＦ）との役割分担と連携を重視する。

。－ ＯＤＡを通じて民間投資にとり魅力ある事業環境を整備していく

－ 開発計画の策定、規格・基準等インフラに関する政策面での協力や、

資金協力と技術協力の連携による施設の維持・管理面での協力を進め、

持続的な効果が発揮できるよう努める。

－ 協力の実施に際し、貧困地域や貧困層に利益が及ぶよう配慮するとと

もに、地域社会・地域住民への影響及び環境保全に十分配慮する。

３．人材育成・知的支援

（１）人材育成

人造りを国造りの基本と捉え、開発途上国による自助努力への支援を援助の基

本理念とする我が国は、引き続き開発途上国の経済・社会開発に必要とされる人

材育成を格別に重視し 、次のような支援を行う。＊11

－ 開発途上国自らが国造りのために人材育成を行えるよう、専門家の派

遣や研修員の受入れを通じて引き続き支援する。

－ 高等教育を含む教育部門や、職業訓練分野での支援を重視する。

－ 開発途上国の実情に適した技術の移転と人材の育成に努める。

－ 青年海外協力隊やシニア・ボランティアの活用も含め、地域レベルや

住民の能力向上に直接つながる支援を行う。

－ 人材育成の支援に当たっては、広域的な効果の期待できる事業形態



- 9 -

（第三国研修 を積極的に活用する。）＊12

また、開発途上国から我が国への留学及び途上国や我が国における日本語教育

の積極的な推進は、人材育成の観点のみならず、我が国と相手国の相互理解増進

及び我が国の知的国際貢献の進展に直接資するとの国家戦略上重要な意義を有す

る。我が国としては、次の諸点を重視して支援を行う。

－ 今後とも、留学生受入れ10万人計画に基づいて、留学生の受入れ体制

（帰国留学生のフォローアップを含む）の充実改善を推進する。

－ 教員等の人的交流を推進する。

－ 近年の留学生のニーズの多様化等に対応するため、留学生に対する大

学教育の質的充実、留学制度の充実改善や留学生への支援の充実を重

視する。

－ 留学生の受入れにおいては、民間部門の果たしている役割に鑑みこれ

。との連携に留意する

我が国の文化に対する諸外国の理解増進及び留学生受入れの推進にも－

。重要な役割を担う、日本語教育への支援を積極的に行う

（２）知的支援

市場経済移行国のみならず、経済の急速なグローバル化が進む中で経済発展を

進めてきた開発途上国においては、そのような変化に経済・社会体制を適応させ

るためソフト面での支援の重要性が高まっている。我が国の経済発展の過程にお

いて蓄積されてきた経験やノウハウには開発途上国の発展に有効に活用しうるも

のがある。具体的には、法制度整備を含め各種制度・政策の形成のための支援な

どが重要であり、我が国の人材を活用した政策アドバイザー等の派遣を含めた取

り組みが有効である。なお、こうしたソフト面での支援は、貿易投資分野での相

互依存関係の高まりの中でＷＴＯに基づく多角的貿易体制といった世界経済シス

テムを支えるためにも重要となっている。

以上を踏まえ、我が国としては、次のような支援を行う。

－ 以下の分野等に関する法制度整備を含む政策・体制整備への支援を重

視する。
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（イ）適切な財政・金融制度、経済制度の構築

（ロ）開発途上国側の政策実施・運営能力の向上

（ハ）市場経済化の促進

（ニ）社会的弱者の保護

（ホ）公害防止・自然環境保全等

－ 経済成長からの貧困層の裨益を促進するための制度構築等に関する知

的支援を行う。

－ 政府部門のみならず、大学・シンクタンクを含め広く民間部門の人材

の活用を図りつつ、政策アドバイザーの派遣等による支援を行う。

（３）民主化支援

開発途上国における民主主義の基盤強化は、統治と開発への国民の参画及び人

権の擁護と促進につながり、中長期的な安定と開発の促進にとり極めて重要な要

素である。特に、冷戦後の世界において、多くの国において市場経済の導入とと

もに民主化への努力が進められており、そうした努力を支援し、民主主義の定着

を促すことが重要である。

我が国は、民主化支援関連で研修員の受け入れやセミナーの開催、また、開発

途上国の国内選挙に人的・資金面での支援を行ってきている 。＊13

以上を踏まえ、我が国としては、次のような支援を行う。

－ 民主化や市場経済化に向けた改革を進める国に対し、行政運営能力の

向上、民主化・市場経済化に関する制度の構築や政策の策定、人材育

成、参加型開発、選挙支援等を含め、積極的に支援を行う。

－ 民主化という政治過程や市場経済化という根本的な制度変革の有する

特殊性に鑑み、国毎の政治体制や社会・経済状況、歴史的経緯等に十

分留意する。

４．地球規模問題への取組

（１）環境保全

地球温暖化等の環境問題は、人類の生存自体にも関わる課題であり、また途上

国においては、経済成長に伴う深刻な環境汚染や、人口増加・貧困を背景とした
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自然環境の劣化も急速に進行するなど、途上国自身の発展基盤を揺るがす問題と

なっており、国際社会全体での取り組みが不可欠である。ＤＡＣ「新開発戦略」

は、環境保全のための国家戦略の策定や環境資源の減少傾向を反転させるとの具

体的目標を掲げている。

地球環境問題は、我が国外交の最重要課題の一つとして位置付けられている 。*14

我が国は公害対策のための技術革新を通じて経済成長と環境保全を同時に達成し

た経験と教訓を有している。こうした経験や技術を開発途上国の経済・社会開発

に活かしつつ、途上国の環境分野における取組強化と対処能力向上を促し、持続

可能な開発を支援することは大きな意義を有する。また、環境保全関連の支援に

おいては、地方自治体やＮＧＯ等との連携・協力が極めて重要である。

以上を踏まえ、我が国としては、次のような支援を行う。

－ 1997年６月の国連環境開発特別総会に際し表明した「21世紀に向けた

環境開発支援構想（ISD）」の基本理念及び行動計画に基づき、

（イ）大気汚染・水質汚濁・廃棄物対策、（ロ）地球温暖化、（ハ）

自然環境保全、森林の持続可能な経営、（ニ）「水」問題、（ホ）環

境意識向上・戦略研究の各分野における施策等につき引き続き積極的

に協力を行う。

－ 地球温暖化対策に関しては、1997年12月の気候変動枠組条約第３回締

約国会議に際し発表した「京都イニシアティブ（温暖化対策途上国支

援）」 に基づき、協力を積極的に推進していく。＊15

－ 環境保全関連案件には優遇された条件の円借款を供与する等特別の配

慮を行う。

（２）人口・エイズ

増加の一途にある世界の人口 は、地球環境や食料・資源エネルギー問題と＊16

も関連する地球規模の課題となっている。特に多くの開発途上国においては、人

口増加が貧困・失業、飢餓、教育の遅れ、環境悪化等の問題と深く結びついてい

る。また、国境を越えて広がりを見せるHIV/エイズ は、開発途上国の住民の＊17

健康と労働能力に深刻な影響を及ぼし開発の大きな阻害要因となっている。

これらの問題に対処するため、我が国は、1994年、「人口・エイズに関する地
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球規模問題イニシアティブ（ＧＩＩ）」を発表し積極的な取組みを行ってきた 。*18

また、我が国は「国連合同エイズ計画（ＵＮＡＩＤＳ）」を中心とした国際的な

エイズ対策を支援している。

以上を踏まえ、我が国としては次のような支援を行う。

－ 引き続きＧＩＩに基づき、リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関

する健康）の視点を踏まえ、人口・家族計画等直接的対策への協力に

加え、女性と子供に対する基礎的保健医療や初等・中等教育の実施、

女性の地位向上等への支援を含めた包括的な取組みを行い協力を進め

ていく。

－ きめ細かい対応が不可欠であり、地方政府やＮＧＯとの連携を深めて

いく。

－ エイズ対策については、ＵＮＡＩＤＳとの協力をさらに深め、国際的

なエイズ対策に貢献していくとともに、二国間協力と国際機関との連

携を強化していく。

（３）食料

予測される急激な世界人口の増加と食生活の変化に伴い食料需要の大幅な増加

が見込まれるのに対し、食料生産の伸びは低下する傾向が見られる。また、土壌

劣化、水資源、気候変動や異常気象の問題も加わり、安定的な食料供給の確保に

は多くの課題がある。

1996年の世界食料サミットにおいて、世界の食料安全保障の達成と栄養不足人

口の2015年までの半減を目指し、各国が協調行動をとることが宣言されたことを

踏まえ、我が国としても、途上国自身が国内の食料生産力を高める努力を積極的

に支援していく必要がある。また、食料・農業分野や農村開発における協力は、

貧困緩和、持続可能な開発の実現のためにも重要である。

以上を踏まえ、我が国としては、次のような支援を行う。

－ 生産資機材の供与や灌漑施設の建設等農業・漁業生産の面での支援に

加え、市場へのアクセスに資するインフラ整備や流通管理のための協

力を推進する。

－ 品種改良等農業技術や漁業技術の向上、その効果的な普及のための支
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援を重視する。

－ 農業技術等の普及や農業用水・水産資源の管理に関しては、住民の組

織化や行政能力向上に配慮する。

－ 食料支援については、緊急非常時の対処手段として重要であることか

ら、その適切な活用を図っていく。

（４）エネルギー

世界のエネルギー需要は主としてアジアをはじめとする途上国の経済発展に伴

い今後急速に増大することが予想されており、エネルギー問題は、地球環境問題

への対応、持続可能な開発の達成とも関連する地球規模の政策課題となっている。

また、途上国においては、その経済発展を実現するためにもエネルギー供給を確

保することが課題となっている。エネルギー資源や鉱物資源の対外依存度が極め

て高い我が国にとっても、本分野の協力はこれら資源の安定供給確保の観点から

も重要である。

以上を踏まえ、我が国としては、次のような支援を行う。

－ 開発途上国の原油、天然ガス、電力、石炭液化等のエネルギー関連の

インフラ整備案件のうち、民間部門または政府開発援助以外の政府資

金（ＯＯＦ）での対応が難しい案件への支援や、省エネルギーの推進

等による持続可能な開発促進への支援を強化していく。

－ 途上国において温室効果ガスの排出を抑制しつつ、持続可能な開発を

実現していくとの観点から、省エネルギーの推進、太陽光、風力など

の再生可能エネルギーの利用促進、より環境負荷の小さい石炭技術の

導入、薪炭原料ともなる森林の保全・造成などに資する協力を行って

いく。

－ 鉱物資源分野においては、これまでも技術・資金面での協力を通じて

主要供給国の鉱山開発を環境に配慮しつつ支援してきており、地域的、

国際的な環境問題への関心の高まりを背景に、鉱山の開発による環境

影響への調査等を含めた支援・協力を行っていく。

（５）薬物
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薬物対策は、先進国及び途上国双方が自らの問題として取り組み、関係国際機

関も含めて国際的な協力の下に進めていくことが不可欠である。特に、開発途上

国における薬物対策は、問題の背景に貧困問題があることに留意し、貧困対策と

併せて実施していくことが必要である。こうした認識に基づき、我が国はこれま

で、薬物関連の犯罪・乱用防止や取締りについてのセミナー、研修員受入れに加

え、麻薬代替作物に対する支援、啓発活動等への支援を進めてきた。

以上を踏まえ、我が国としては、次のような支援を行う。

－ 今後とも、実効的な薬物対策に資するため、国際社会の取組と協調し

つつ、犯罪防止や取締り能力向上への支援や代替作物栽培促進、啓

発活動等の支援に加え、生産地住民の生活支援に直結する協力を重

視していく。

５ . アジア通貨・経済危機の克服等経済構造改革支援

1997年夏に端を発する東アジア諸国の通貨危機においては、大規模かつ急激な

民間資金の移動が開発途上国の経済、更には我が国を含む世界経済にも多大な影

響を及ぼした。その後、1998年10月に発表された新宮沢構想をはじめとする公的

資金支援によりアジア諸国の緊急の資金ニーズは満たされてきており、経済は底

を打ちつつある。実体経済の本格的かつ力強い回復を確実なものとするためには、

このような緊急的に必要とされる対応に加え、中期的な経済成長の回復に資する

構造改革支援を行っていく必要がある。また、我が国経済との深い相互依存関係

にも鑑みれば、そのような協力は我が国経済にも裨益するものとなる。更に、途

上国への民間資金の還流を促し、その経済回復を支援することは、世界経済の健

全かつ持続的な発展にも寄与する。

以上を踏まえ、我が国としては、次のような支援を行う。

－ 我が国がこれまで取り組んできたインフラ整備協力、技術移転、中小

企業振興や据野産業育成への協力について他の公的資金との役割分担

と連携を重視しつつ一層の充実を図る。

－ アジア等の開発途上国を経済再建の軌道に乗せていくため、国際金融

機関等とも連携しつつ、これら途上国の実体経済回復に向け、社会的

セーフティネットの整備等社会的弱者支援を中心とし、更には法制度
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や金融セクター、経済制度等の制度改革を含めて支援していく。

－ 産業再生のための協力が喫緊の課題となっており、特別円借款を通じ

て景気刺激効果・雇用促進効果の高いインフラ整備を行うことにより、

民間投資にとって魅力ある事業環境を整備するとともに、生産性を向

上させることを通じて経済構造改革を支援する 。＊19

－ 危機への対処だけではなく、予防のための国内金融システム強化及び

中核人材の育成や企業経営・技術力の向上等に資する協力を行ってい

く。

６．紛争・災害と開発

（１）紛争と開発

冷戦終結以降も後を絶たない地域紛争は、人道上の問題を引き起こすと同時に、

それまでの開発努力の成果や環境を破壊する。紛争の予防、解決、紛争後の平和

構築と復興は開発の観点からも国際社会の大きな課題である。我が国は、例えば

中東和平問題への取組に関連しパレスチナ支援 を行ってきたが、紛争予防・＊20

紛争後の復興のため今後も積極的な役割を果たしていく必要がある。

以上を踏まえ、我が国としては、次のような支援を行う。

－ 紛争の予防のため、紛争の背景にある貧困や社会的弱者への対応に加

え、いわゆる「良い統治」、即ち公正かつ適正な資源配分、人権保障

への配慮、政治・経済面での適切な制度・プロセスの確立、行政能力

の強化等の実現を重視する。

－ 紛争に伴う難民問題については、難民流入等により影響を受ける周辺

国への支援を含め、緊急対応のための人道的支援を積極的に行う 。＊21

その際NGOの役割の重要性に配慮する。

－ 紛争後の平和構築及び復興に際し、難民や元兵士等の再定住及び社会

復帰のための支援を積極的に行う。

－ 公正な政治・経済制度の確立、行政能力強化のための支援に加え、国

内統合や経済面での復興に不可欠なインフラの整備を支援する。

地域紛争等の際に埋設され、現在も放置されている対人地雷は、一般市民に対
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しても無差別に深刻な被害を与える人道上極めて重大な問題であるだけでなく、

住民の定住、農村開発などを妨げ、紛争終結後の復興と開発にとっても大きな障

害となっている。我が国は、1997年３月に「対人地雷に関する東京会議」を開催

し、「犠牲者ゼロ」の目標を含む「東京ガイドライン」をとりまとめた。同年12

月には、対人地雷の除去や犠牲者支援の分野における我が国の取組みとして「犠

牲者ゼロ・プログラム」を提唱した 。＊22

以上を踏まえ、我が国としては次のような支援を行う。

－ 除去作業関連機材の供与等を通じる対人地雷除去を支援する。

－ 救急医療・リハビリ体制の強化を図る。

－ 被災者の社会復帰・職業訓練等を通じる地雷被災者の支援を行う。

他の援助国・国際機関やＮＧＯとの協力を重視する。－

（２）防災と災害復興

災害は、生活基盤の脆弱な貧困層をはじめ、人々の生活を根底から覆す。近年

は、世界的異常気象等により自然災害等が多発し、かつ大規模化する傾向が見ら

れている。我が国は、これまでに災害時の緊急支援のため、23ヶ国に対し国際緊

急援助隊を46チーム派遣するなど、災害のもたらす人道問題に対し様々な支援を

行っている。

以上を踏まえ、我が国としては、次のような支援を行う。

国際緊急援助隊の派遣を含め、今後とも、我が国の治山・治水、地震－

・津波等の災害対策の経験を活かしつつ、災害時の緊急援助、災害

後の復興のための支援及び国土保全・災害防止のための支援を積極

的に行っていく。

７．債務問題への取組

サハラ以南アフリカの最貧国等の債務問題は、これら諸国の経済成長を極めて

困難にしており、国際社会にとっても看過できない状況となっている。我が国は、

これまでも債務繰り延べや債務救済無償資金協力などにより積極的な支援を行っ

てきた 。＊23

我が国は、1999年６月のケルン・サミットでの合意 を踏まえ、重債務貧困＊24
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国（ＨＩＰＣｓ）をはじめとする貧困国の長期的な自立を支援するため、他の援

助国及び国際機関と協力しつつ、今後とも債務問題の解決に積極的に取り組んで

行く必要がある。

以上を踏まえ、我が国としては、次のような支援を行う。

－ 我が国は、債務国自身による債務返済のための努力を重視しつつ、国

際的な枠組みに基づき、債務の繰り延べを行うとともに、返済額に対

応した無償資金協力を供与することにより実質的な債務削減を行う。

－ 債務削減により利用可能となる資金は、貧困緩和や教育、保健・医療

等の社会的投資や雇用創出等の開発目標に充当されるようにする。

－ 債務削減が行われた場合は、新たな借款の供与は困難となり、資金協

力を行う場合には無償資金が原則となる。

－ 債務管理能力向上及び適切なマクロ経済運営を可能とするような技術

協力（人材育成、知的支援）を積極的に行っていく。

－ 今後の借款の供与に当たっては、従来以上に個々の開発途上国の発展

段階や債務負担能力へ配慮し、途上国の開発計画、我が国の援助理念

等を十分斟酌しつつ検討を行う。

Ⅲ．地域別の援助のあり方

我が国は、世界の150ヶ国以上の国に対しＯＤＡを供与しており、1996年にはそ

のうち47ヶ国 において二国間で最大の援助国となるなど、既に世界の多くの＊25

国の開発に大きな役割を果たしている。我が国の援助は、地理的・歴史的その他

あらゆる面で関係の深いアジア地域を重点地域としており、今後ともアジア地域

に重点を置いていく。同時に、経済その他の面での相互依存関係が世界的な拡が

りと深化を見せる中、人道的問題、国際社会の安定と繁栄の確保、地球規模問題

への対応等国際社会が一致して取り組むべき問題が数多く存在するため、アジア

以外の地域への取組も進めていく。

１．東アジア地域

我が国の援助は、1992年から５年間のＤＡＣ加盟国から本地域への援助の６割
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近くを占めるなど、この地域に重点的な協力を行ってきた。人造りや経済・社会

インフラ等への我が国の援助はこの地域の経済成長促進に大きな役割を果たし、

また、社会開発や環境面での援助を通じ貧困問題や公害問題の緩和等にも貢献し

てきた。

我が国は、経済を含む多くの面でこの地域と特に密接な関係を有しており、今

後とも、所得水準や市場経済の段階、更には、社会状況や自然状況の異なる東ア

ジアの多様な状況を踏まえ適切な支援を行う必要がある。東南アジアの中で近年

まで高い成長を示していた諸国については、現下の困難な状況を乗り越え順調な

経済発展を回復し、政治社会的な安定を維持し得るよう支援することが我が国に

とっても重要である。また、依然所得水準の低いインドシナ諸国やモンゴルにつ

いては、貧困緩和に取り組むとともに、これら諸国の市場経済への移行及び持続

的な成長を引き続き支援していく必要がある。更に、12億を超える人口を抱え、

その動向が世界的に大きな影響を与え得る中国については、その改革・開放路線

を支援し、国際社会のより一層建設的なパートナーとなるよう促すとともに、国

内の地域間格差の是正や環境問題等への取組に重点を置きつつ支援を行っていく

必要がある。東アジア地域においては広域的な開発への取組み、地域協力の深化

と拡大が進みつつあるほか、他の開発途上国への支援を開始したいわゆる「新興

援助国」が登場しており、この様な動きを支援して行く必要がある。

以上を踏まえ、我が国としては、次の諸点を重視して支援を行う。

（１）経済構造調整をはじめとした経済危機克服と経済再生のための支援

（２）国民生活及び国内の安定に資するための社会的弱者への積極的支援

（３）裾野産業育成や適切な経済・社会運営のための人材育成と制度造り

等の支援

（４）貧困対策、経済・社会インフラ整備、環境保全対策、農業・農村開

発における各国の実情に応じた援助の実施

（５）地域における広域的な開発（ＡＳＥＡＮ域内協力、ＡＰＥＣ地域協

力、メコン河流域開発等）の取組み及び「南南協力」 への支援＊26

２. 南西アジア地域

南西アジア地域は世界最大の貧困人口を抱える地域である 。我が国は、＊27



- 19 -

「新開発戦略」の目標を念頭に置き、今後もこの地域の抱える貧困問題への対応

を重視していくとともに、域内各国の経済自由化や経済面を中心とした地域協力

等望ましい動きを支援していく必要がある。1998年５月のインド・パキスタン両

国による地下核実験の結果、我が国は両国に対する援助政策を根本的に見直さざ

るを得なかったが、引き続き不拡散分野での両国の取組の成果を求めつつ、対話

を進めていく必要がある。

以上を踏まえ、我が国としては、次の諸点を重視して支援を行う。

（１）貧困削減と貧困層の生存の確保のための支援（保健医療、初等教育、

農業・農村開発等の基礎生活分野）

（２）民間活動の活発化及び海外からの投資促進に資する環境整備のため

の人材育成、経済・社会インフラ整備等への支援

（３）人口増加や経済成長と関連した環境負荷増大に対応した、環境保全

対策のための支援

３.中央アジア・コーカサス地域

ソ連邦崩壊後、域内の諸国は民主化・市場経済化を進めてきた。しかし、依然

として、各国は脆弱な経済構造、失業者の増加等の社会不安、民族紛争や領土問

題など、政治経済的不安定要因を抱えている。我が国はこの地域の諸国をＤＡＣ

の援助対象国リストに掲載するため働きかけ、これを実現させる等の積極的支援

を行ってきた。我が国はこの地域の地政学上の重要性や、エネルギー資源確保上

の重要性を認識し、「シルクロード地域外交」 の推進により同地域の安定の＊28

実現に協力していく必要がある。

以上を踏まえ、我が国としては、次の諸点を重視して支援を行う。

（１）自立的な経済開発の基礎となる経済・社会インフラ整備への支援

（２）民主化・市場経済化のための人材育成と制度造りへの支援

（３）旧ソ連時代の負の遺産（環境保全対策、セミパラチンスクの被爆者

支援等）の克服や体制移行・改革に伴う社会的困難の緩和

４.中近東地域

中近東地域は我が国への原油の主要な供給元として我が国経済の安定にとり極
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めて重要である。また、中東和平やイラク情勢をめぐる動きは世界の平和と安定

に大きな影響を及ぼし得る。我が国は、この地域の社会的安定と和平に向けた環

境造りのための支援を積極的に行ってきている。また、水資源の確保は地域の安

定にも影響をもたらしうる重要課題である。中近東地域は産油国、ＬＬＤＣを含

み、経済状況は国により様々であり、脱石油の経済多角化に向けた国内技術者の

育成等の人材開発が大きな課題となっている。

以上を踏まえ、我が国としては、次の諸点を重視して支援を行う。

（１）中東和平プロセス支援のための協力（対パレスチナ支援、周辺アラ

ブ諸国支援、多国間協議関連案件の支援等）

（２）比較的低所得の国における農業、水資源開発等の経済・社会インフ

ラ整備支援

（３）比較的高所得の湾岸諸国における脱石油のための経済多角化に向け

た国内技術者層の育成、教育等に資する技術協力による支援及び海

外からの投資促進のための環境整備への適切な支援

（４）比較的高所得の国等における環境保全対策への支援

５．アフリカ地域

アフリカ地域では、近年、民主化へ向けての進展や南部アフリカの安定等好ま

しい動きが見られ、着実な経済成長を達成する国も増加した。しかしながら、経

済のグローバル化から取り残される懸念や、紛争、エイズ等開発を阻害する深刻

な問題を抱える国も多い。また、アフリカの過半の国はＬＬＤＣであり、多くの

重債務貧困国が存在する。アフリカにおける種々の問題解決に向けての努力を支

援することは、国際社会が一致して取り組む課題であるとの認識が強まっている。

我が国は、こうした認識を強化し国際社会によるアフリカの自助努力支援を具

体化するため、1998年10月、国連等とともに第２回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡ

ＤⅡ）を本邦で開催した。

ＴＩＣＡＤⅡにおいては、「新開発戦略」の基本的考え方を具体化するものと

して、アフリカ諸国の自主性の発揮、先進国や国際機関との協力・連携の強化、

アジア・アフリカ協力の推進等を柱とする「東京行動計画」を策定した。今後は、

この行動計画の実施が課題となる。また世銀が中心となって推進されている「ア
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フリカのための特別支援計画（ＳＰＡ）」等国際的な努力と協調しながら支援を

行うことが重要となっている。

以上を踏まえ、我が国としては、次の諸点を重視して支援を行う。

（１）貧困対策や社会開発への支援 及び砂漠化対処等に対する支援＊29

（２）人材育成及び政策立案・実施能力構築への支援

（３）アフリカの経済的自立へ向けた民間セクター・工業・農業等の開発

への支援（南南協力によるアジアの開発の成果と経験のアフリカへ

の移転、農業をはじめとする産業の生産力向上に資する基礎的イン

フラ整備、域内地域協力の促進等）

（４）アフリカの安定の基盤となる民主化・紛争予防や紛争後の復興に対

する支援

（５）債務負担の軽減に資する支援（支援の決定に当たっては、債務国の

構造改革に取り組む姿勢を勘案する）

６．中南米地域

中南米地域は、1990年代に入り、民主化及び経済改革の進展により新興市場の

一つとして大きな成長を遂げた。食料や資源エネルギーの豊富な地域は、21世紀

における食料・資源エネルギー供給センターとなり、更なる発展が見込まれる。

また、伝統的に我が国と中南米地域との架け橋になっている多数の日本人移住

者・日系人が、地域各国の開発のため重要な役割を果たしていることに鑑み、そ

の努力を支援する意義は大きい。

更に、近年の環太平洋協力の進展に鑑み太平洋岸地域への支援も重要となって

いる他、南米共同市場（メルコスール）に加えカリブ諸国や中米においても、地

域統合を考慮した効果的な支援が求められている点に十分配慮する必要がある。

なお、依然として、基礎的な経済・社会インフラの整備が立ち遅れている地域

が存在し、貧富の格差が大きいことが、経済発展と民主化への大きな障害となり

うることに留意する必要がある。

加えて、1998年に壊滅的なハリケーン災害を受けた中米諸国においては復旧・

復興が急務となっており、これを支援していく必要がある。

以上を踏まえ、我が国としては、次の諸点を重視して支援を行う。
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（１）民主化及び経済改革努力に対する積極的な支援

（２）豊かな自然環境の保全や経済成長に伴う環境負荷の増大に対応した

環境保全のための支援

（３）基礎教育、保健医療、農業・農村開発、地域間格差の是正のための

基礎インフラ整備等、貧困問題の緩和のための支援

（４）比較的低所得の国において民間活動の活発化及び海外からの投資促

進に資する環境整備のための経済・社会インフラ整備等への支援

（５）複数国を対象とした人材育成・技術移転等のための広域的な協力の

推進

７.大洋州地域

大洋州地域は我が国との関係も深く、また、漁業、林業等の資源供給先として

重要である。これらの国々は国家規模が極めて小さいこと、一次産品に大きく依

存していることから、天災や一次産品の国際市況といった外的要因に対して脆弱

である。また、国土が広大な地域に散らばり、国内市場が狭く、国際市場から地

理的に遠い等、開発上の困難を抱えている。更に、住民への適正な保健医療サー

ビスの提供も課題となっている。一方で、広大な排他的経済水域を有しているこ

とから、漁業及び海底鉱物資源に対する期待は大きい。

このため、経済改革及び民間部門の育成による経済的自立達成の必要性が域内

各国の共通認識となっており、各国は行財政改革に自ら努力している。

以上を踏まえ、我が国としては、次の諸点を重視して支援を行う。

（１）経済・社会活動の基盤となり、島嶼国の抱える拡散性・地理的隔絶

性を克服するための経済・社会インフラの整備（保健医療を含む）

（２）経済構造改革への支援

（３）民間部門の振興に資する人材育成

（４）環境保全対策への支援

（５）遠隔教育を通ずる人材育成・技術移転等複数の域内国を対象とする

広域的な協力の推進

８．欧州地域
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中・東欧地域及び欧州地域の旧ソ連邦諸国は、その多くが市場経済への移行期

にあり、これら諸国の努力を支援していくことが必要である。特に、旧ユーゴー

スラヴィア地域においては紛争後の復旧・復興を通じた和平の実現・定着が国際

的な課題となっており、我が国としても応分の支援を行う必要がある。

以上を踏まえ、次の諸点を重視し支援を行う。

（１）市場経済移行、環境保全対策、及びインフラ復旧・開発への支援

（２）旧ユーゴースラヴィア地域及び周辺国における難民支援等の人道支

援、復旧・復興等のための経済・社会インフラ整備、基礎生活分野

支援及び選挙実施に関する協力

Ⅳ．援助手法

ＯＤＡの実施に当たっては、政府部内の連携・調整に加え、民間部門、ＮＧＯ、

地方自治体、並びに労使団体などの知見及び経験を積極的に活用するとともに、

他の援助国や国際機関との連携・協力、更には南南協力拡大のための支援を積極

的に進めていく必要がある。

１. 政府開発援助の政府全体を通じた調整及び各種協力形態・機関間の

連携

－ ＯＤＡに関係する省庁間の連絡の場を拡充させるなど関係省庁間の情

報の共有化、相互の意思疎通の円滑化を進めつつ、政府全体を通じた

効果的・効率的な連携及び調整のシステムの確立を図る。

－ ＯＤＡにおける、資金・技術協力の各種協力形態の特性を最大限活か

し、これらの有機的な連携を一層促進する。その際、草の根無償資金

協力については被援助国国民に直接届く協力として、他の援助形態と

の相乗効果に留意しつつ一層効果的な活用と拡充を図る。

技術協力については、関係省庁が有する知見やノウハウ及び人材を十－

分に活用しつつ、国際協力事業団を中心として実施するものとし、国

際協力事業団及び各省庁の効果的・効率的な連携・調整に努める。
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２．政府開発援助以外の政府資金（ＯＯＦ）及び民間部門との連携

開発途上国の経済社会発展のために投資や貿易等民間セクターの果たす役割は

益々重要となってきている。以上を踏まえ、次の諸点に配慮する。

－ それぞれの国の状況に応じＯＤＡ以外の政府資金（ＯＯＦ） 、貿易＊30

保険及び民間資金のそれぞれ固有の目的を踏まえた役割分担と連携を

十分考慮する。

－ 民間部門との連携にあたっては、我が国民間セクターの有する知見や

ノウハウの十分な活用に努め また、我が国企業の事業参加機会の拡、

大にも留意する。

－ 急速な経済成長を実現し民間資金の流入が盛んな開発途上国では、民

間部門またはＯＯＦによる対応が適切な案件についてはそれらの活動

に委ねる。また、ＯＤＡでは、貧困対策や社会開発等の他、次の側面

に重点を置く。

・経済インフラのうち民間部門またはＯＯＦでの対応が難しい案件

への支援、

・開発効果の高い事業に民間投資を促すとの観点から民活インフラ

事業の遂行に必要な公的機関による実施部分等に対する支援、

・市場経済運営に資する人材育成・政策策定能力の強化、

・中小企業の育成等産業構造の強化、

・環境問題や地域格差等経済発展に起因する歪みの是正のための支

援。

－ 民間セクターが未だ十分に機能していない開発途上国については、投

資環境整備のためのインフラ整備、制度整備及び政策策定能力強化に

係る支援、その他民間セクターの能力向上や基礎的な人材育成等、民

間セクター発展の呼び水となるようなＯＤＡ案件を重視する。

日本輸出入銀行と海外経済協力基金との統合により、平成11年10月に－

設立される国際協力銀行においては、ＯＤＡと非ＯＤＡの勘定を明確

に区分しつつも、両機関が保有する情報及びノウハウを一元化し、資
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金供与相手国の経済社会状況、プロジェクトの特性等に応じてより効

果的にＯＤＡを供与する。そのことにより、国際経済社会に対して一

層機動的かつ効率的な貢献を行う。

３．ＮＧＯ等への支援及び連携

開発途上国に対する協力においては、貧困対策等社会開発面や環境保全分野で

の協力の比重が増すにつれ、住民に直接行き渡るきめ細かな援助への需要が増加

している。その結果、民間援助団体（ＮＧＯ）の果たす役割が重要となってきて

おり、援助実施に当たってＮＧＯとの連携の必要性が著しく高まっている。

以上を踏まえ、次の諸点に配慮する。

－ 「ＮＧＯ・外務省定期協議会」、「ＮＧＯ・ＪＩＣＡ協議会」などを

通じ、開発途上国において活動を行うＮＧＯとの情報・意見交換と対

話の強化を図る。

－ ＮＧＯの援助活動に対するＯＤＡによる支援の充実・強化に努める。

－ 事業委託を含めたＮＧＯの人材やノウハウの活用を促進するなど、様

々な形でＮＧＯとの連携と協力関係を強化する。

－ 日本のＮＧＯの援助活動の実施基盤の強化を支援する。

－ ＯＤＡの実施に当たり、青年海外協力隊経験者やＮＧＯ活動経験者の

活用を進める。

また、市民生活に密接に関連した分野で豊富な技術や事業経験を有し、姉妹都

市関係などを通じ開発途上国と人的交流を有する地方自治体との連携を強化して

援助を進める必要がある。他方、自治体の持つノウハウや技術を積極的に活用す

ることは効果的な援助を可能とするとともに、国民の幅広い参加を得た援助を行

っていく上で極めて有益である。

以上を踏まえ、次の点に配慮する。

－ 地方自治体の経験、技術や人材等を積極的に活用するとともに、地方

自治体の協力活動への効果的な支援を図る。

４. 他の援助国及び国際機関との協調

我が国の援助が効果的・効率的に実施されるためには、他の援助国や国際機関
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と緊密な連携・協力を行いつつ、単に援助の重複を避けるのみならず、援助の相

乗効果を目指すことが不可欠である。その際、開発途上国自身の援助受入れ調整

能力の強化を支援することも重要である。

以上を踏まえ、次の諸点に配慮する。

－ 国際機関への主要な資金拠出国として、その運営に我が国の考え方を

反映させ、我が国のイニシアティブを発揮するよう努める。

－ 各援助国や国際機関が豊かな経験を有し得意とする分野において我が

国との連携や協力の可能性を追求する。

－ 援助調整においては、国際機関を中心としたメカニズムが存在すると

ころ、被援助国の主体的取組みに留意しつつ、セクター・プログラム

を含め我が国としても引き続きこれに参加・貢献する。＊31

－ 現地における相手国政府、援助国・援助機関間の緊密な情報・意見交

換や連携、あるいは日米コモン・アジェンダ のような他の援助国と＊32

の二者間の援助協議や国際機関との連携を通じても積極的に協力を進

める。

５．南南協力への支援

開発途上国の開発は、国際社会全体が取組むべき課題となっており、先進国の

みならず、より開発の進んだ開発途上国や、更には適切な経験や技術を有する開

発途上国から他の開発途上国への協力が積極的に行われることが望ましい。こう

した協力は、援助資源の拡大につながる他、地域内協力や、アジア・アフリカ協

力等地域間協力の進展にも資する。

開発途上国間の協力、すなわち「南南協力」 は、開発段階や言語・文化等＊33

について共通点の多い開発途上国間において、適正な技術が円滑に移転される効

果が期待されるのみならず、近隣国間で協力が行われることにより、経費節減効

果も期待される。

以上を踏まえ、次の点に配慮する。

－ 「南南協力」が開発途上国自身が主体となった国際協力活動であるこ

とに鑑み、その動きを積極的に支援して行く。
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V.実施・運用上の留意点

１．開発途上国毎の状況把握と国別援助計画の策定

－ 政府開発援助の効果を高めるため、開発途上国毎の開発課題等を把握

し、各国の状況を十分踏まえた援助を行うため、各種調査を積極的に

行うとともに、開発途上国との政策対話を推進する。

－ 現在策定されている「国別援助方針」を更に具体化した「国別援助計

画」を関係省庁の連携の下に順次策定し公開していく。この援助計画

は、主要な援助受取国について、５年程度の期間を念頭に置き、我が

国の当該国に対する援助の意義、基本的な目的、重点課題・分野、活

用すべき援助手法等を示すものとする。

－ 「国別援助計画」策定に当たっては、各援助形態を一体的にとらえた

ものとし、また他の援助国・国際機関との協調・連携や民間セクター

との連携を視野に入れたものとする。

－ 開発途上国の実情・ニーズを最もよく把握しうる現地大使館や実施機

関の現地事務所の一層積極的な活用を図る。

２.事前調査、環境配慮、実施段階でのモニタリング及び事後評価

（１)事前調査及び環境配慮

－ ＯＤＡの一層効率的・効果的な実施のため、「国別援助計画」等に従

って事前調査を行い、優良な案件の発掘・形成・選定を進めるととも

に、その過程において調査の重複の回避を含め関係者間で密接に調整

を行う。

－ 援助の実施に際しては、その環境及び地域社会に与える影響について

環境配慮ガイドライン等に基づき、必要に応じ環境アセスメント等を

行いつつ、事前に厳しく審査する。その結果に応じ、適切な対策を講

じるとともに、環境に与える影響次第では実施しないこととする。そ

の際、開発案件が、持続可能な開発の実現にとって適切なものとなる
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よう、必要に応じ代替案を含めて検討する。

－ 環境配慮に際しては、相手国側の制度等を踏まえた地域住民等の参加

や情報の公開が重要であることに留意する。環境配慮の手続きや基準

等については、適宜見直しを行い充実に努める。

（２）モニタリング

－ 事業進捗のモニタリングを充実強化し、事業実施中に起こる問題に対

して各援助形態を活用しその連携を図りつつ所期の成果が挙がるよう

に対処する。

（３）事後評価

－ 完了した事業については、環境影響の把握・評価を含め、可能な限り

事後評価を実施し、その結果を公表する。

－ 評価の客観性を一層高めるために、学識経験者、ＮＧＯ等の第三者や

被援助国関係者による評価を拡充する。

－ 評価に当たっては所期の目的を達成しているか否かのみならず、地域

・環境・マクロ経済などへの影響を含めた総合的な評価とする。

－ 評価の結果必要な場合フォローアップ事業を実施するとともに、教訓

が将来の援助事業に生かされるようフィードバックに努めていく。

－ 事業の性格に応じた効果的な評価手法を開発・導入し、評価システム

の充実に努める。

３．開発人材の育成

援助を実施するのは人であり、優れた開発人材の確保と活用は効率的な援助の

ため極めて重要である。その際、分野・課題毎の高度な知見や技術を有する専門

家のみならず、現地の諸事情に精通した地域専門家の確保と活用が重要となる。

更に、開発の現場や援助実施機関と教育機関との間の連絡・連携を密にすること

が必要である。

以上を踏まえ、次の諸点に留意する。

－ 開発に携わる人材の育成を更に拡充するとともに、我が国と他の援助
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国の援助実施機関との間の人的交流や、国際機関への人の派遣や調査

への相互参加等による交流を強化する。また、教育現場と援助の現場

との間の人的往来を強化する。

－ 援助需要の多様化や手法の変化に対応できるよう、大学・大学院にお

けるインターンシップの活用や、開発関係教科等に関する単位互換の

促進等により、高度な専門性を有する人材の育成支援を図る。

－ 高度な知見や技術を有する専門家を十分確保するため、専門家公募制

度の拡充、地方自治体・ＮＧＯ・大学等を通じて人材確保の幅を広げ

る。

－ 民間コンサルタントの積極的活用を進め、必要に応じ、その育成・強

化に努める。

４.国民の理解と参加の促進

ＯＤＡに対する幅広い理解と支持を得るためには、我が国内外における広報及

び情報公開の推進はもとより、国民各層・諸団体と連携して事業を実施していく

ことが必要である。特に、国内の有為の人材を有効に活用し、我が国の人的な国

際的貢献を強化することは、我が国の「顔の見える援助」促進の観点からも極め

て有効である。

以上を踏まえ、次の諸点に留意する。

－ 民間企業、地方自治体、ＮＧＯ、労使団体等国民の幅広い層の協力と

参加を得てＯＤＡを実施するよう努める。

－ 国内での開発協力への関心の高まりを背景に、青年層からシニア層に

至る様々な年齢層の参加・協力を得てＯＤＡを実施していく。

－ ＮＧＯ活動への支援に加えて、ＯＤＡ事業のＮＧＯ、大学、シンクタ

ンク等への委託の手法を活用するほか、地方自治体の開発事業への参

加を更に促進する。

－ 我が国内外における我が国援助の広報に努める。

５．情報公開の推進

我が国ＯＤＡの情報公開については、ＯＥＣＤのＤＡＣによる対日援助審査
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（1995年）に見られるように国際的には高く評価されているが、ＯＤＡの推進に

当たって一層の国民の理解と支持を得るため、国会をはじめ広く国民に情報公開

を進めていく必要がある。

以上を踏まえ、次の諸点に留意する。

－ 一覧性のある情報提供の観点から、我が国のＯＤＡの実施状況に関す

る年次報告の充実を図る。

－ プロジェクトの入札プロセスに関する情報、個々の案件に関する関連

情報の一層の公開に努める。

－ 円借款の候補案件（ロングリスト）の作成・公表等を通じ、援助の透

明性を深める。

－ 情報公開の幅を広げるだけでなく、より分かり易く、使い易い形での

情報提供に努め、また、インターネット等の積極的な活用により情報

へのアクセスを改善する。

－ 中央のみならず地方メディアや地域社会へのきめの細かい情報提供を

進める。

－ ＯＤＡの現場が海外にあることから、直接援助現場に触れる機会が少

ない国民が我が国ＯＤＡ案件に触れる機会を持てるよう努める。










